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希 望 型 指 名 競 争 入 札 制 度 の 手 引 

 

 千葉市市民局は、入札制度の透明性及び競争性を高め、並びに公正な競争を確保 

する観点から、業務における指名競争入札に、一定の入札参加資格要件を定め、事前

に希望者を募り執行する「希望型指名競争入札制度」を実施しています。 

 本希望型指名競争入札に参加を希望する場合は、以下の事項について十分留意して 

参加してください。 

 

 

１ 対象業務 

 

  原則として、予定価格が２００万円を超える業務委託、予定価格が４００万円を

超える修繕料で、そのうち入札で執行するもの。 

 （ＷＴＯ政府調達協定対象案件については除きます。）  

   

 

２ 入札参加資格要件 

   

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者で、次のいずれにも該当しないもの 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 当該業務の入札日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした

者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした

者で同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの 

オ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反して

いる者 

カ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を

含む）を完納していないもの 

キ 千葉市入札参加資格者名簿に登載されていない者 

ク 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）

又は千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施

行）に基づく指名停止措置等を、対象業務の入札参加資格確認申請期限の日

から入札日までの間に受けている者 

ケ 前各号のほか必要と認めて定める者 

 

  



（２）これらに加え、対象業務の種類又は性質により、以下の資格要件を設けます

ので、入札参加申込を行うにはこれらの資格要件を満たすことが必要となりま

す。  

ア 対象業務と同種業務の履行実績 

イ 技術者の配置 

ウ 地区区分 

エ その他 

 

 ＜地区区分の種類＞       

市内業者 千葉市内に本店を有する者 

準市内業者 千葉市内に支店・営業所等を有する者 

市外業者 千葉市内に事業所を有しない者 

 

３ 公表  

 

（１）業務発注表を、千葉市ホームページの入札情報等ポータルページに掲示しま

す。 

 

（２）入札日前に公表する内容は以下のとおりです。 

ア 業種 

イ 業務名 

ウ 業務実施場所 

エ 業務概要 

オ 実施期間 

カ 資格要件 

キ 受付期間 

ク その他 

 

（３）入札結果は、入札後に千葉市ホームページの入札情報等ポータルページに公

表します。 

 

４ 入札参加申込 

 

（１）提出書類 

入札参加を希望する際の提出書類は以下のとおりです。 

   ア 希望型指名競争入札参加申込書（様式第２号） 

   イ 同種業務の履行実績等を確認できる書類（契約書の写し・認定書の写しなど） 

     （資格要件に、履行実績等を定めている場合に必要です。）    



（２）受付期間は、対象業務の公表を開始した日から公表の最終日まで（原則とし

て５日間）です。 

受付時間は、午前９時から午後５時までです。 

（詳細は、業務発注表に記載します。） 

 

（３）提出方法 

提出書類は、業務発注表に記載する受付場所に提出してください。 

なお、提出方法は直接持参若しくは郵送に限り、ＦＡＸ、Ｅメール等による

提出はできません。 

 

（４）希望者が多数あるいは少数であった場合の取扱い 

    希望型指名競争入札として公表した結果、希望者が多数あった場合でも、資   

   格要件等を満たしていれば、原則として全ての希望者を指名します。 

    また、希望者が２者未満の場合は、通常の指名競争入札に切替えて執行しま

す。 

 

 

５ その他 

 

 （１）資本若しくは人事面等において関連会社となる業者については、一緒に同一 

  案件に申請はできません。｛役員兼務（監査役を除く。）又は資本提携（５０％

以上）がある企業は、同一案件の指名を受けることはできません。｝ 

 

（２）申し込みにあたり、現在の手持業務及び指名状況等を勘案し、技術者数等に

ついて十分考慮のうえ申込書を提出してください。 

 

（３）提出された申込書は、指名業者を選定するにあたっての参考資料とするもの 

であり、直ちに指名につながるものではありません。（審査のうえ、資格要件

等に適合しなければ指名されないこともあります。） 

   

（４）指名後に資格要件等に適合しなくなった場合は、入札参加資格を失います。 

 

 

 


